
失業認定日を変更か

   
臨時の仕事で繁忙期

        

就職と扱って対象事由該当

                              

                            R3.8.30 労働新聞より

問

週１～３日の契約でアルバイトを雇いましたが、当人は前の会社が倒産したので離職し、基

本手当を受給しているようです（当社勤務分は就業手当を申請）。どうしても入ってもらいた

い日と失業の認定日が重なりましたが、後者をずらせないでしようか。

答

基本手当を受給するには失業の認定を受ける必要があり、原則、離職後最初に出頭した日か

ら起算して４週間に１回ずつ行うとしています（雇保法 15 条３項）。職業に就くためその他

やむを得ない理由のため失業の認定日に出頭することができない場合、管轄公共職業安定所

の長に申し出ることで、認定日を変更できるとされています（雇保則 23条１項）。具体的に

は、就職、求人者への面会、国家資格等の資格試験の受験などです。就業手当は、臨時的な

アルバイトなど、再就職手当の支給対象となる安定した職業以外の職業に就いた際に支給さ

れます。この「職業に就いた」は就職に該当しますので（雇用保険業務取扱要領）、認定日の

変更の対象となります。なお、就業手当は、基本手当の申請と同時に行います。

就業
手当


